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【１】壬申の乱（ 672年）と 久留倍官衙遺跡

『日本書紀』天武天皇元年壬申六月甲申（ ２４日）の条

　大海人皇子一行が吉野を脱出

「丙戌 (26日）。旦於二朝明郡迹太川邊一、望二拜天照太神一。（ 中略）

　　　　　既到二郡家一、先遣二高市皇子於不破一、令レ監二軍事一。」　　　

天智天皇の没後、息子の大友皇子（おおとものみこ）と、天智の弟の
大海人皇子（おおあまのみこ）との間で争われた皇位継承を巡る大が
かりな内乱を、壬申の乱といいます。

　この争いに勝利した、大海人皇子が即位して、天武天皇となります。
　　舒明天皇　ー天智天皇ー大友皇子

　　皇極・斉明 ー天武天皇ー草壁皇子ー文武天皇ー 聖武天皇
　　　　　　　　　　　　　　　　（ 大海人皇子）

６７１年　＜天智天皇十年＞
　　正月　　大友皇子を太政大臣とする。
　　１０月　大海人皇子、譲位を固辞して出家、吉野に入る。
　　１１月　大友皇子を中心に近江朝首脳が盟約
６７２年 ＜天武天皇元年＞
• ５月　近江方の陰謀、吉野に伝えられる
• ６月２２日　 大海人皇子、美濃で挙兵準備を命ず
•　　２４日　近江の高市・大津皇子に連絡して吉野脱出、持統随行。

　
• 　　２５日　伊賀を通過し積殖（柘植）に到り高市皇子合流、　　
　　　　　　　　鈴鹿山道を封鎖　伊勢の三重郡に至る　屋を焚き暖。
• 　　２６日　朝明郡迹太川で天照大神を望拝、大津皇子合流、

　　　　　　　　朝明郡で高市皇子を不破に派遣して指揮を任せる
　　　　　　　　桑名郡に至り留まる　　　　　　　　

• 　　２７日　大海人皇子、不破に入り、野上行宮と称す

【
天
照
大
神
の
望
拝
と
久
留
倍
官
衙
遺
跡
の
方
位
】

『
日
本
書
紀
』天
武
天
皇
元
年（
６
７
２
）六
月
二
十
六
日

　　　旦
、於
二

朝
明
郡
迹
太
川
辺
一
望
二

拝
天
照
大
神
一

。
・・・

　
　
既
二
到
郡
家
一

・・・。

『
釈
日
本
紀
』

　　私
記
曰
、案
安
斗
智
徳
の
日
記
云
、廿
六
日
辰
時
、

　　於
明
朝
郡
迹
大
川
上
而
拝
礼
天
照
大
神
。

①
１
期
の
方
位
↓
真
東
か
ら
南
へ１
０
度

②
６
７
２
年
６
月
２
６
日
は
、グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
７
月
２
９
日

③
『
日
本
書
紀
』書
か
れ
て
い
る
こ
の
出
来
事
は
、書
紀
が
編
纂

　　
　さ
れ
る
以
前
で
も
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

④
『
日
本
書
紀
』天
武
天
皇
二
年
四
月
十
四
日

　　
　　欲
レ
遣
二
侍
大
来
皇
女
于
天
照
太
神
宮
一
。（
下
略
）

⑤
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』

　　
　天
皇
之
内
心
仁
伊
勢
大
神
宮
令
祈
申
給
必
合
戦
之
間
令
勝

　　
　御
者
以
皇
子
天
皇
太
神
宮
御
杖
代
可
令
旨
進
之
由
、御
祈
祷

　　
　有
感
応
合
戦
之
日
天
皇
勝
御
世
里

⑥
『
扶
桑
略
記
』

　　
　以
大
来
皇
女
、献
伊
勢
大
神
宮
、始
為
斎
王
。依
合
戦
願
也
。

　　

久留倍とわが国の歴史
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明
評

飛
鳥
京
の
東
で
発
掘
さ
れ
た
木
簡
の
削
り
屑

太
　
　
　
　
　
来

こ
の
ほ
か
に
も
「
大
友
」
「
大
来
」
「
伊
勢
国
」
「
大
津

皇
子
」
「
辛
巳
年
」
「
近
淡
（
海
）
」
と
い
っ
た
削
り
屑

が
多
く
出
土
し
て
い
る
。

「
辛
巳
年
」
は
天
武
天
皇
十
年
（
６
８
１
年
）
で
天
武

天
皇
が
歴
史
書
編
纂
を
命
じ
た
年
。

朝明郡の船木氏

①垂坂山観音寺は伊勢国朝明の郡領、船木良見が良
源に帰依して建立された（『続拾遺往生伝』良源の項）

②船木氏の祖先神→大田田命等の領する山の木→船
三艘を作り神功皇后等の日の御子を乗せた （『住吉
大社神代記』）

③神功皇后より津司・船司を命じられ、但波・粟・伊勢・
針間・周芳の五国で任じられた （『住吉大社神代記』）

④船木氏の祖先神→神八井耳命（『新撰姓氏録』）→　
四日市市内の式内社、耳常神社（大矢知）・太神社
（朝明町石部神社に合祀）

【
２
】聖
武
天
皇
の
東
国
行
幸

①
『
続
日
本
紀
』　
天
平
十
二
年
十
月
二
十
六
日

　
　
　
　
勅
大
将
軍
大
野
朝
臣
東
人
等
曰
。
朕
縁
有
所
意
。
今
月

之
末
。
暫
往
関
東
。
雖
非
其
時
。
事
不
能
已
。
将
軍
知
之

不
須
驚
恠
。

②
　
同
二
十
九
日

　
　
　
　
　
行
幸
伊
勢
国
。

③
　
十
一
月
二
日

　
　
　
　
到
伊
勢
国
壹
志
郡
河
口
頓
宮
。
謂
之
関
宮
也
。

④
　
同
月
三
日

　
　
　
　
遣
少
納
言
従
五
位
大
井
王
。
并
中
臣
忌
部
等
。
奉
幣
帛

於
大
神
宮
。
車
駕
停
御
関
宮
十
箇
日
。

⑤

→
十
四
日
、
進
至
鈴
鹿
郡
赤
坂
頓
宮
→
二
十
三
日
、
従

赤
坂
発
到
朝
明
郡
。
→
二
十
五
日
、
至
桑
名
郡
石
占
頓

宿
。
→
二
十
六
日
、
到
美
濃
国
当
伎
郡
。
→
十
二
月
一

日
、
到
不
破
郡
不
和
頓
宮
。
→
四
日
、
解
騎
兵
司
。
令
還

入
京
・
・
・十
一
日
、
到
志
賀
郡
禾
津
頓
。

＊
十
月
十
九
日
→
任
造
伊
勢
国
行
宮
司
。

　
　
　
　
あ 

わ 

づ 

の
と
ん
ぐ
う

＊
禾
津
頓
宮
跡
の
発
掘
調
査
　
　
　
　

四日最大市
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『
万
葉
集
』巻
第
六

　　
　　　
天
皇
の
御
製
の
歌
一
首
　

（
１
０
３
０
）妹
に
恋
ひ
吾
の
松
原
見
渡
せ
ば

　　
　　　　　潮
干
の
潟
に
鶴
鳴
き
渡
る

丹
比
屋
主
真
人
の
歌
一
首

(

１
０
３
１)

後
れ
に
し
人
を
偲
は
く
思
泥
の
崎
木
綿
　　

　　取
り
垂
で
て
幸
く
と
そ
思
ふ

　　
　

　
　　　
　　　

　
　　狭
残
の
行
宮
に
し
て
、大
伴
宿
祢
家
持
の
作
　　　

　　
　り
し
歌
二
首

(

１
０
３
２)

大
君
の
行
幸
の
ま
に
ま
吾
妹
子
が

　　
　　　　手
枕
ま
か
ず
月
そ
経
に
け
る

(

１
０
３
３)

御
食
つ
国
志
摩
の
海
人
な
ら
し

　　
　　　　ま
熊
野
の
小
船
に
乗
り
て
沖
辺
漕
ぐ
見
ゆ
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【３】地
名
に
み
る
朝
明
郡
衙
の
展
開
の
可
能
性

『
大
矢
知
村
外
五
箇
村
村
誌
』

　（
明
治
20
年
12
月
　編
輯
者
　丹
波
誠
一
郎
）

①
久
留
倍
（
ク
ル
ベ
）　銭
亀
・権
四
郎
屋
敷
・大
門(

ダ
イ
モ
ン)

・東
ノ
　

屋
敷
・御
堂
屋
敷
・清
右
ヱ
門
屋
敷
・甚
三
郎
屋
敷
・ハ
セ
町
・カ
ジ
　広
・

一
本
木(

イ
ツ
ホ
ン
キ)

・大
門
ヨ
コ
・茶
エ
ン
原
・南
屋
敷
・（
以
下 

付
箋
）

長
助
西
東
ノ
屋
敷
・信
左
ヱ
門
屋
敷

　②
雲
天（
ク
モ
ン
デ
ン
）　
三
太
夫
屋
敷
・
半
兵
ヱ
下
・
五
兵
ヱ
屋
敷
・
　

　信
田(

シ
タ)

・里
・太
郎
助
屋
敷
・長
助
屋
敷
・憘
兵
ヱ
屋
敷
・喜
太
夫

屋
敷
・五
右
ヱ
門
屋
敷
・蔵
後(

ク
ラ
ノ
ウ
シ
ロ)

・雲
天(

ク
モ
ン
デ
ン)

　

③
尻
江
　
庄
助
西
北
彦
三
郎
下
□
・六
右
ヱ
門
屋
敷
・勘
助
下
・伝
治

　屋
敷
・久
左
ヱ
門
屋
敷
・山
ノ
原
・久
七
屋
敷
・尻
江
・□
左
ヱ
門
□
・

　
□
□
下
・北
シ
リ
エ

④
川
原
　上
礫
井
甚
兵
ヱ
田
・中
礫
井
角
・下
礫
井
・山
ノ
神
東
・山
ノ

　神
南
・宮
地
・二
ツ
屋
宮
地

＊
雲
天
ク
モ
ン
デ
ン
↓
宮
門
殿

＊
尻
江
↓
川
湊

　

A

　 B

　

C
　

D

A：雲天
B：尻江
C：上礫井
D：中礫井

【
４】行
幸
と
遷
宮

①
『

四
年
（
七
二
七
）五
月
四
日

　　
　幸
甕
原
離
宮

②
『　同
　』天
平
八
年
（
七
三
六
）三
月
二
日

　　
　行
幸
甕
原
離
宮

③
『　同
　』天
平
十
一
年
（
七
三
九
）三
月
二
日

　　
　天
皇
行
幸
甕
原
離
宮

④
『　同
　』
天
平
十
一
年
（
七
三
九
）三
月
二
十
三
日

　　
　天
皇
及
太
上
天
皇
行
幸
甕
原
離
宮

⑤
『　同
　』天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）五
月
十
日

　　
　天
皇
幸
右
大
臣
相
楽
別
業

＊
天
平
七
年(

七
三
五
）九
月
三
十
日
　一
品
新
田
部
親
王
薨

　　同
年
　十
一
月
十
四
日
　
知
太
政
官
事
一
品
舎
人
親
王
薨

＊
『　同
　』天
平
九
年

　　
　是
年
春
、疫
瘡
大
発
。初
自
筑
紫
来
、経
夏
渉
秋
。

　　
　公
卿
以
下
天
下
百
姓
、相
継
没
死
、不
可
勝
計
。

　　
　近
代
以
来
、未
之
有
也
。

【５】行
幸
の
同
行
者

①
『
続
日
本
紀
』天
平
12
年
12
月
丁
卯
（
15
日
）の
条

　
皇
帝
在
前
幸
二
恭
仁
宮
一
。
始
作
二
京
都
一
矣
。
太
上
天

　
皇
・皇
后
在
後
而
至
。

【
①
の
類
似
の
用
例
】

②
『
続
日
本
紀
』天
平
12
年
12
月
戊
午
（
6
日
）の
条

　
　（
前
略
）是
日
、右
大
臣
橘
宿
祢
諸
兄
、在
前
而
発
、

　
経
二
略
山
背
国
相
楽
恭
仁
郷
一
。
以
レ
擬
二
遷
都
一
故
也
。

③

15
年
正
月
辛
卯
朔
の
条
（前
年
12

　
月
康
子(

29
日)

に
紫
香
楽
宮
に
行
幸
）

　
遣
二
右
大
臣
橘
宿
祢
諸
兄
一
、
在
前
還
二
恭
仁
宮
一
。

　
壬
寅
（
1
日
）、
車
駕
自
二
紫
香
楽
至
一
。

④
『
続
日
本
紀
』延
暦
3
年
11
月
戊
寅
（
11
日
）の
条

　
戊
申
。
天
皇
移
二
幸
長
岡
宮
一
。

⑤『
続
日
本
紀
』同
年
同
月
甲
寅
の
条
（
17
日
）の
条

　
甲
寅
。
先
レ
是
。
皇
后
遭
二
母
氏
憂
一
。
不
レ
従
二
車
駕
一
。

　
中
宮
復
留
在
二
平
城
一
。
是
日
。
出
雲
守
従
四
位
下
石

　
川
朝
臣
豊
人
。
攝
津
大
夫
従
四
位
下
和
氣
　
朝
臣
清
麻

　
呂
等
。
為
二
前
後
次
第
司
一
。
奉
レ
迎
焉
。

元
正
太
上
天
皇
・光
明
皇
后
同
行
説

①
廣
岡
義
隆
「吾
乃
松
原
」に
つ
い
て
：三
重
万
葉
研
究

ノ
ー
ト
（
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
）

　
「
そ
の
妹
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
光
明
子
は
一
行
の
中

に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
夫
人
の
県
犬
養
広
刀

自
、
武
智
麻
呂
、
・・・の
中
の
誰
か
で
あ
ろ
う
か
。
」

②
瀧
浪
貞
子
『帝
王
聖
武
』（講
談
社
選
書
メ
チ
エ
199

6
章
彷
徨
す
る
聖
武
3
大
養
徳
恭
仁
京

　
「『続
日
本
紀
』は
こ
の
時
の
様
子
を
、
「
皇
帝
、
前
に

在
っ
て
恭
仁
宮
に
幸
」し
「
太
上
天
皇
・皇
后
、
後
に
在
っ

て
至
る
」と
記
し
、
聖
武
が
こ
と
さ
ら
先
頭
を
き
っ
て
恭

仁
宮
に
入
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
聖
武
の
恭
仁

宮
への
思
い
入
れ
の
強
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

③
鎌
田
元
一
「
文
献
史
料
か
ら
見
た
恭
仁
宮
」（
律
令

国
家
史
の
研
究
』塙
書
房
）

「
行
幸
に
は
（
中
略
＝
留
守
官
）ら
を
除
き
、
元
正
太

上
天
皇
や
光
明
皇
后
、
さ
ら
に
は
右
大
臣
橘
諸
兄
を

始
め
と
す
る
多
数
の
王
臣
が
随
従
し
た
。
」
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『
続
日
本
紀
』
天
平

続
日
本
紀
』

第


